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第15回国民経済計算体系的整備部会 議事録 

 

１ 日 時 平成31年４月11日（木）９:00～11:10 

 

２ 場 所 中央合同庁舎第四号館 ４階 共用第２特別会議室 

 

３ 出席者 

【委  員】 

宮川 努（部会長）、中村 洋一（部会長代理）、河井 啓希、川﨑 茂、北村 行伸、 

西郷 浩、関根 敏隆、野呂 順一 

【臨時委員】 

山澤 成康 

【専門委員】 

斎藤 太郎、宮川 幸三 

【審議協力者】 

総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、日本銀行、 

東京都 

【審議対象の統計所管部局】 

  内閣府経済社会総合研究所：長谷川総括政策研究官、鈴木企画調査課長、 

木滝国民生産課長、鮎澤国民経済計算部研究官   

【事務局】 

（総務省） 

  横山大臣官房審議官 

  統計委員会担当室：櫻川室長、吉野政策企画調査官 

政策統括官（統計基準担当）室：澤村統計審査官 

（内閣府） 

経済社会総合研究所：長谷川総括政策研究官、鈴木企画調査課長、 

鮎澤国民経済計算部研究官 

 

４ 議 事 

（１）国民経済計算の改定状況の検証及び一次統計の活用方法の改善余地等に関する検討 

（２）生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報等の検討状況について 

（３）「毎月勤労統計」における変更を受けた雇用者報酬推計等の対応について 

（４）「統計委員会からの統合比率に関するデータ提供要望等」について 

（５）ＳＵＴタスクフォース会合における審議状況報告 

（６）その他 
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５ 議事録 

○櫻川総務省統計委員会担当室室長 おはようございます。まず１点、事務局から失礼い

たします。本日の資料は大変大部にわたっておりますが、資料の事前送付が遅れましたこ

とをおわび申し上げます。 

○宮川部会長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から第15回国民経済計算体系的

整備部会を開催させていただきます。 

 本日は、所用によりまして菅専門委員、小巻専門委員、新家専門委員が御欠席です。西

郷委員は少し遅れて来られるようだと思います。 

 本日は、国民経済計算の改定状況の検証及び一次統計の活用方法の改善余地等に関する

検討、生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報等の検討状況、毎月勤労統計における変更

を受けた雇用者報酬推計等の対応、統計委員会からの統合比率に関するデータ提供要望等、

ＳＵＴタスクフォース会合における審議状況報告について、御審議をいただきます。 

 それから、その他の中で、１月の部会で審議いたしました国民経済計算体系的整備部会

におけるタスクフォースの運営について、その後の状況に関して事務局から説明がありま

す。 

 本日は非常に多くの課題を審議する予定です。できるだけ効率的な議事運営に努めたい

と思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 審議に先立ちまして、参考１を御覧ください。昨年６月にＱＥタスクフォースにおいて

取りまとめた段階では、１ページにありますとおり、３月後半に翌年度以降の継続検討に

向けた検討状況について御報告いただくことを予定しておりました。このため、本日、国

民経済計算の四半期別ＧＤＰ速報（ＱＥ）の推計精度の確保・向上についても議事として

取り上げることを検討しておりました。 

 これは、６ページにありますが、2019年度から次期基準改定に向けた検討事項に関する

ものであり、具体的には、公的固定資本形成に関する代替的推計方法の検討、ＱＥから年

次推計への段階的接近の検討、基礎統計のデータ補正方法の検討などの課題です。 

 しかしながら、内閣府では毎月勤労統計の問題を受けた雇用者報酬の再推計など、昨年

度の段階では想定していなかった作業が重なったことから、現時点では十分な検討を尽く

せていないとのことです。 

 このため本件については、次回の国民経済計算体系的整備部会ないしＱＥタスクフォー

スを少し早目に開催した上で審議することといたしました。この点御理解の上、御了承い

ただきたいと思います。 

 それでは、本日用意されている資料につきまして、事務局から確認をお願いいたします。 

○櫻川総務省統計委員会担当室室長 では、議事次第を御覧ください。配布資料ですが、

まず資料１といたしまして、第一次年次推計から第二次年次推計の改定状況等を踏まえた

検証について。続きまして資料１の参考１といたしまして、工業統計と生産動態統計の比

較結果。資料１の参考２といたしまして、ＳＮＡ第一次年次推計におけるＩＯ推計手法再

現可能性の検証（食料品関係品目及び鋼船）。続いて資料２といたしまして、家計可処分所

得・家計貯蓄率の四半期速報及び生産側・分配側ＱＮＡについて。資料３、「毎月勤労統計」
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における集計方法の変更を受けた雇用者報酬推計の対応について。資料４、統計委員会か

らの統合比率に関するデータ提供要望への対応について。資料５、ＳＵＴタスクフォース

会合の審議状況について（報告）。参考１といたしまして、先ほど御覧いただいております

が、ＱＥタスクフォースの年度内の審議スケジュール等について（案）。参考２といたしま

して、ＳＵＴタスクフォース（第Ⅰ期）の目的、経緯、最終成果物等となります。 

 また、席上配布資料といたしまして２点、席上配布資料１といたしまして、第13回ＳＵ

Ｔタスクフォース会合審議状況についての報告。席上配布資料２といたしまして、国民経

済計算体系的整備部会の会議記録のトップページのイメージ図があります。 

 資料は以上となります。過不足等がありましたら御連絡ください。 

○宮川部会長 それでは、まず初めに国民経済計算の改定状況の検証及び一次統計の活用

方法の改善余地等に関する検討についてです。 

 本日は内閣府から検討結果を御報告いただきます。なお、経済産業省生産動態統計調査

の変更が３月の統計委員会で諮問されました。その際、西村委員長より、経済産業省生産

動態統計調査の審議に間に合うように、国民経済計算体系的整備部会から産業統計部会へ

情報提供するよう要請されております。 

 このため、本日の審議報告に関しては、明日に予定されております産業統計部会におい

て、私から報告する予定です。 

 それでは、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 内閣府です。資料１に沿

いまして御説明をさせていただきたいと思います。資料１を１枚おめくりいただければと

思います。 

 目次です。検証の概要から始まりまして、主な改定差上位品目、家計消費と総固定資本

形成、そしてそれらの傾向。それから、その上位品目に関する基礎統計の動向。そして第

一次年次推計の推計方法の検討ということで、御提案いただきました点について検討した

結果。そして最後にまとめという順番で、御説明を進めてまいりたいと思います。 

 更に１枚お開きいただきまして、１ページ、検証の概要です。 

 こちらに、今回の公的統計の整備に関する基本的な計画の抜粋がありますが、今回の検

証は、上の１ポツにあるとおり、一次統計から国民経済計算の推計におけるそれぞれの段

階において提供するデータの差異を抑制するということが重要であるという問題意識のも

とに、第一次年次推計から第二次年次推計への改定状況等を踏まえた検証を行うというも

のでして、今回については財の部分です。 

 矢印の下ですが、今回行った内容ですが、一次統計から提供されるデータの差異による

第一次年次推計から第二次年次推計への改定に係る家計消費と総固定資本形成への影響に

つきまして、複数時点で検証を実施したということです。 

 更に１枚おめくりいただければと思います。２ページですが、その検証の概要です。 

 １ポツはこれまでの経緯ですが、既に既存データによる暫定的な結果については、昨年

８月に関係府省にお示しいたしまして、また10月にはこの国民経済計算体系的整備部会で

も御報告したところです。 
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 今回お示ししますのは、この財部分における検証の最終結果ですが、大きな枠組みとい

うことでは、ＪＳＮＡの品目別（約400分類）の家計消費と総固定資本形成に係る財部分の

改定差を分析したという点では同じわけですが、２つ違う点があります。 

 下に①、②とまとめてありますが、①として、暫定分析は、平成23年基準で利用可能な

既存データを用いたということで、2012年、2013年及び2015年だけが対象でしたが、今回

の検証では、新たに詳細な基礎統計を入手しまして、平成23年基準で、2016年第二次年次

推計のデータも含め、2012年から2016年の５年間を対象にしたということです。 

 ②ですが、平成23年基準ではバランスが導入されておりますので、毎年需要項目への配

分比率が変化し得るということで、これを除いた検証をする方が、より一次統計から提供

されるデータの差異による影響を厳密に分析できるということで、直近の年次推計の配分

比率に固定して推計・検証を改めて行ったということです。 

 更におめくりいただきまして、今回の検証の結果ということで、家計消費の上位品目で

す。 

 右側に、前回、昨年10月にお示ししました暫定分析で、上位品目ということで御報告し

たものに○を付けてありますが、御覧いただきましたとおり、大半がその上位品目と重な

っているということでして、その点で申しますと、順位の変動を除きますと大きな傾向の

変化はないということでして、一番上のそう菜・すし・弁当から始まりまして、菓子類ま

でということです。 

 この結果につきましては、中央に改定寄与度（絶対値平均）とありますが、下の注４に

ありますとおり、今回シミュレーションということで試算をしたＧＤＰ相当部分に対して

改定寄与度を計算した結果として順位付けをしてみたということです。 

 更におめくりいただきまして、総固定資本形成です。 

 こちらも同じように順位付けをしてみましたが、これも一番右に暫定分析の上位品目が

ありますが、これも御覧いただきましたとおり、昨年の御報告と、ランキングを除いて、

改定の大きさという点では、顔ぶれは変わらないということでして、一番上の鋼船から始

まりまして金属加工機械までが、比較的大きな改定の寄与になっているということです。 

 家計消費、総固定資本形成、いずれに対しましても、大体上位５番目ぐらいが特に大き

な改定の寄与となっている点については、重要な点かと考えております。 

 更におめくりいただきまして、上位品目の傾向です。 

 今御説明した点がまとめてありますが、①のとおり、今回改定寄与度で絶対値平均で

0.020％ポイントを超えるものについてお示ししたものですが、全体的な傾向は順位の変動

を除いて変わらないということです。 

 下の２つ目のポツですが、前回の暫定分析で、上位で冷凍魚介類や医療用機械器具、ま

た化学機械というものを挙げておりましたが、これも今回のランキングの直近の下位ぐら

いに位置しているものでして、全体的な傾向は変わらないということです。 

 ②につきましては、先ほど言及のとおり、上位５品目ぐらいの改定寄与度が比較的大き

いということです。 

 更におめくりいただきまして、６ページです。 
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 まずＪＳＮＡの推計について申し上げておきたい点がありますが、一番上の２行にあり

ますとおり、第二次年次推計では、今回お示しした各品目で、工業統計のより細かい品目

データを用い、伸び率をもとに出荷額を延長推計しているということです。 

 こうしたことを考慮いたしまして、また生産動態統計では部分品等が調査されないこと

も併せて考慮しまして、家計消費と総固定資本形成の、先ほど申し上げました上位５品目

のうち、利用する一次統計が生産動態統計から工業統計に変わるということで、かつ、第

二次年次推計で複数の完成品の工業統計品目から推計されるような品目をとり出して、改

定寄与度（絶対値平均）の大きい工業統計上の品目を更に細かく見ていきますと、下のよ

うな形になっております。 

 これは総固定資本形成の上位５品目が該当いたしますが、鋼船について申しますと、改

定寄与度の大きい主な工業統計上の品目を見ますと、鋼製貨物船や鋼製油送船の新造とい

うものでした。それから電気照明器具につきましては白熱電灯器具、半導体製造装置につ

きましてはウェーハプロセス用処理装置、サービス用機器につきましてはパチンコ、スロ

ットマシン。そして建設・鉱山機械につきましては、建設用クレーン、あるいはその他の

建設機械・鉱山機械といったものが、工業統計上の品目という細かいレベルで見ますと、

この伸び率の改定の部分では大きくなっていたということです。 

 一番右の列に、対応する第一次年次推計の利用統計が記載してあります。鋼船ですと造

船造機統計調査、電気照明器具と半導体製造装置につきましては経済産業省生産動態統計

ですが、サービス用機器についてはないということです。それから建設・鉱山機械につき

ましては、経済産業省生産動態統計ということになっています。 

 今申し上げましたが、更に工業統計の細かい品目で見て、伸び率が改定されているとい

う状況をグラフでお示ししてみたものが７ページ、８ページですが、御覧いただきますと、

例えば左側の２つ、鋼製貨物船のところで見ますと、黒い実線が工業統計、つまり第二次

年次推計で使われている統計の前年比になります。この点線の部分が、それに対応する第

一次年次推計の利用統計、先ほど申しました造船造機統計調査の前年比ですが、この黒い

実線と点線の間でかなりの改定の幅が前年比で見てあるということが見て取れます。 

 それは、下にある鋼製油送船ですとか、右上の白熱電灯器具、それから右下のウェーハ

プロセス用処理装置。さらには、１枚おめくりいただきまして８ページになりますが、そ

の他の建設機械・鉱山機械、そして建設用クレーンでも同様ということでして、年によっ

ては10％ポイントから20％ポイントという前年比の改定も少なくないということですし、

特に2012年については、幾つかの品目では大きな改定が生じているということです。 

 更におめくりいただきまして、次に第一次年次推計の推計方法の検討ということで、基

礎統計の組み替えでの対応ということについて検討いたしました結果を御報告いたします。 

 経済産業省でお示しいただきました工業統計と生産動態統計の分析の中で、民生用エア

コンディショナと携帯電話機についての分析がありました。今申し上げたように、総固定

資本形成の上位５つに関する基礎統計の前年比の改定をお示しいたしましたが、それ以外

に家計消費について上位５品目を見ますと、別途産業連関表の推計に近付ける御提案をい

ただいている肉加工品以外に、民生用エアコンディショナ及び携帯電話機がありまして、
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特に前者、すなわち民生用エアコンディショナにつきましては、詳細な分析を経済産業省

からお示しいただいたところです。 

 民生用エアコンディショナにつきまして、その分析に従って、経済産業省生産動態統計

の大出力の機種の部分を、民生用エアコンディショナの工業統計品目であるウインド形あ

るいはセパレート形などのエアコンディショナの部分から、冷凍機・温湿調整器の中の工

業統計品目である、ウインド形・セパレート形を除くエアコンディショナの部分に対応さ

せ直しまして、前年比を比較したということです。 

 その結果が次の10ページにあります。左側がエアコンディショナ（ウインド形、セパレ

ート形を除く）という部分で、右側が家計消費の中で大きな改定差を生じているエアコン

ディショナ（ウインド形、セパレート形等）の部分の前年比です。 

 右側、つまり特に家計消費に回る部分を見ていただきますと、この黒い実線が工業統計

の前年比でありますが、その中で、下に今の現行推計の対応のさせ方で作った生産動態統

計の前年比が、太い点線として示されています。また、組み替えをした、つまり経済産業

省御指摘のとおりやり直してみた前年比が、細い点線で表されております。 

 これを御覧いただきますとおり、この太い点線と細い点線を見ますと、あまり変わって

いないというのが看て取れます。実際に工業統計の動きにはあまり近付いていないという

状況です。 

 実際、９ページに戻っていただきまして、２番目のポツの下に矢印でまとめましたが、

家計消費に配分されない「ウインド形、セパレート形を除く」の部分では、つまり先ほど

お示ししたグラフの中の左側の部分では、改定差の幅の絶対値平均は前年比で見ると縮小

しているのですが、家計消費に配分されるウインド形、セパレート形等、すなわち先ほど

のグラフの右側の部分では、むしろ拡大してしまっているということです。 

 それからもう１つの携帯電話機ですが、経済産業省の分析によりますと、品目概念には

工業統計と生産動態統計で差がないということと、それから工業統計調査におきまして、

報告者からより正確な報告値を回答いただけるようにするということでしたので、これに

つきましては、その結果を踏まえて検討してまいりたいと考えております。 

 ２枚おめくりいただきまして、次に基礎統計の組み替えでの対応ということで、11ペー

ジ、電気照明器具につきましても御説明いたします。 

 これにつきましても分析を行いましたが、先ほど申し上げましたとおり、電気照明器具

の中で、工業統計品目という細かいレベルで見ますと、白熱電灯器具に対応する基礎統計

の伸び率の改定差が、年次推計での改定差につながっているということです。 

 それを、対応する経済産業省生産動態統計の把握品目ということで見ますと、この工業

統計品目の白熱電灯器具に対応する部分というのが、実は白熱灯器具と自動車用器具（二

輪自動車用を含む）という、種類別と目的別の２つの面から分けて調査されているという

ことです。 

 これを下の図で申し上げますと、横長の青い部分全体が白熱電灯器具の工業統計に該当

する部分ですが、この中で、白熱灯器具という生産動態統計で把握されている部分が、左

側の黒い点線で囲まれた部分です。これは種類別の把握ですが、他方で生産動態統計では、
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自動車用器具という目的別での把握を品目でされていまして、これが右側の点線の黒い縦

の囲みの部分です。 

 白熱電灯器具の部分にあわせるためには、この黒い点線のうち、青い部分と重なる網か

けの部分を知る必要があるわけですが、生産動態統計の自動車用器具のこの部分の内訳が

分からないということでして、組み替えで対応することが難しいということです。 

 最後、おめくりいただきまして12ページです。 

 一次統計の組み替えでの対応のほかに、産業連関表での推計方法への接近ということで、

一部の食料品と鋼船の第一次年次推計の推計方法について、産業連関表に近付けることは

できないかという御提案もいただいたところです。 

 これらのうち、清涼飲料と鋼船につきましては、既にＪＳＮＡの第一次年次推計と産業

連関表で利用統計が同じでして、現在でも齟齬はないと考えております。 

 一方、その他の品目として、肉加工品、冷凍魚介類、菓子類がありましたが、これらに

つきまして、先ほど御説明いたしましたとおり、ＪＳＮＡの第二次年次推計につきまして

は、工業統計の細かい品目別データを基に延長推計をしておりまして、第一次年次推計で

もその分類に対応させる必要があるということです。そういたしますと、次に申し上げま

したとおり、中間年推計での対応は困難な課題が多いということです。 

 ４点にまとめましたが、①として、統計によっては品目別情報がなくて、品目別分割比

率も得られないようなものがあります。②として、品目別情報があっても、二つ以上の異

なる統計を合成して一つの延長指標にするためのウェイトがないということです。③とし

て、基準年しか情報がないものにつきましては、延長指標の前年比の補正には利用できな

いということです。④として、一部の統計につきましては、公表時期や公表間隔の関係か

ら、第一次年次推計には間に合わないというものもあります。 

 ちなみに、酒類食品統計月報についても御提案をいただいたのですが、それにつきまし

ては、ＪＳＮＡが用いている食品産業動態調査と内容は同じでして、これについては新た

な情報が利用できるようになるわけではないということでした。 

 最後にまとめです。３点にまとめさせていただきましたが、まず①として、今回の本検

証ですが、家計消費や総固定資本形成の改定差上位品目につきましては、順位の変動はあ

りましたが、全体的には暫定分析とおおむね同様の結果ということでした。 

 ただ、今回は工業統計品目という細かいレベルでの分析も行いました。それを見ますと、

伸び率が第一次年次推計での利用統計から第二次年次推計の工業統計にかけて改定される

結果として、完成品で改定寄与度が大きいものが見られるということです。 

 ②として、第一次年次推計の推計方法を産業連関表に近付けるには困難な課題が多いと

いうことです。その内容は、先ほど申し上げたとおりですが、仮にそれができたとしても、

第一次年次推計と第二次年次推計の間の、一次統計からＪＳＮＡに提供されるデータの差

異自体は残るということでして、最初に御説明いたしました基本計画の問題意識とはやや

異なる部分があります。 

 それから、ＳＵＴ体系への移行と基準年・中間年推計のシームレス化、そしてそれらの

推計の基礎となる経済センサス‐活動調査や経済構造実態調査といった基礎統計のシーム
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レス化、そしてＳＵＴから推計される産業連関表への移行という、将来の方向性を見据え

る必要があるということでもあります。 

 関連して業界統計の利用の提案もいただいておりますが、こうしたＳＵＴ体系への移行

の方向性からも、慎重に考える必要があると考えております。 

 ③ですが、基本計画の趣旨を踏まえまして、かつＳＵＴ体系への移行の方針に沿うとい

うことを考えますと、工業統計品目のレベルで見て改定寄与度が大きくなっているものを

含めまして、構造統計と動態統計の差異について分析し、フィードバックしていくことも

重要だと考えております。 

 下に２点、補足で記載してありますが、先ほど御説明いたしましたとおり、サービス用

機器に利用されているパチンコ、スロットマシンにつきましては、経済産業省の分析にも

ありましたが、第一次年次推計で利用可能な一次統計がないことが改定につながっており

ます。 

 それから民生用エアコンディショナや、先ほど御説明しました電気照明器具にも見られ

ますとおり、工業統計や生産動態統計の品目分類の考え方の違いも、改定差に影響してい

ると考えられるところです。 

 御説明は以上です。 

○宮川部会長 詳細な御説明をどうもありがとうございます。 

 それでは、これにつきましては経済産業省の検証とも照らし合わせている部分がありま

すので、経済産業省から何か補足説明がありましたらよろしくお願いいたします。 

○吉田経済産業省大臣官房調査統計グループ統計企画室室長 ありがとうございます。経

済産業省です。 

 経済産業省は、今日お配りいただきました資料１の参考１にありますように、暫定品目

について、１月に工業統計と生産動態統計調査の結果の数字についての分析を行いまして、

お伝えしたところです。 

 今回、先ほど御説明のあった、内閣府から、暫定ではなくて最終結果として御報告があ

りましたので、第一次と第二次の差異が大きい品目について、改めて結果数値の違いにつ

いて分析を行って、引き続き分析に協力してまいりたいと思っております。 

 まだ、これはいただいたばかりですので、改めての分析をし切れていないのですが、今

のところ気付いた点というか、こういうことではないかと思う点を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、全体を通じまして、内閣府がお示しくださった幾つかのグラフが載っている、７

ページ、８ページの辺りにあります、上位品目の統計の前年比の差が大きいというところ

で、特に工業統計のグラフを見ていただくと、2012年で増減の幅が振れているところがあ

るのですが、これにつきましては、工業統計が比較している前年と言っている2011年は、

経済センサス‐活動調査を実施している年ですので、それと比較している状況になります。

経済センサス‐活動調査は、経済センサス‐基礎調査の結果の事業者母集団データベース

の名簿を使っていることや、製造業を含めた全産業を調査していること、調査方法が異な

っていることもありまして、工業統計と単純に比較することになりますと、値がずれてし
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まうことが発生しているのではないかと考えられます。これは全品目共通して申し上げら

れることなのですが。 

 したがって、経済センサス‐活動調査が2015年にも実施されておりますので、2015年の

値が大きくずれていたり、それと比較しての2016年も動いていたりということがあります

ので、グラフのうちの2012年、2015年、2016年辺りは、経済センサス‐活動調査が入って

いるというところが留意点かと思います。 

 それから、前回１月のときにも御報告しているのですが、生産動態統計調査は、事業所

の従業者規模により裾切りされているとか、部品が入っていないというようなこともあり

ます。 

 また、報告の仕方ですが、生産動態統計調査は、毎月各事業所から、品目ごとの生産数

値を報告いただいております。一方で、工業統計調査は、本社や事業所の経理部門が、１

年間トータルの計算数値を報告していただいておりますので、数値には月次の積み上げと

差異が生じている場合があったり、品目によっては経理の方から一括して御報告いただい

た事業所全体の数値が品目別に案分されているというようなことが起こっていたりします

ので、例えば半導体製造装置のような高額で様々な勝因が含まれる品目は、案分している

影響が入っている可能性もあります。 

 内閣府から資料を提示いただいたばかりなので、もしこのようなことを分析するのであ

れば、個票を見ながら更に事業所の方にもお問い合わせをして、要因を突き詰めていく必

要がありますので、そこはお時間をいただきたいと思っております。 

 前回、暫定品目の段階で御説明したときには、例えば電気照明器具であるとか、民生用

エアコンディショナといった品目別に分析をしておりましたので、電気照明器具につきま

しては、資料１の参考１を見ていただくと分かるのですが、工業統計と生産動態統計の値

の差はそれほどない状態でして、２ページを見ていただきますと、電気照明器具の2016年

のところで、もともと電気照明器具に関してはかい離額が14,652と記載してあります。ほ

かの品目と比べて桁もすごく小さく、差異があまりない状況だったのですが、電気照明器

具が上位品目にあると御説明いただいたので、私たちとしては要因がよく分からなかった

のですが、今回、内閣府から推計のやり方を丁寧に御説明いただいて、電気照明器具とい

う単位で推計しているのではなくて、電気照明器具の下の更に詳細な、白熱電灯器具とい

う単位で伸び率を出して、それぞれ第一次年次推計、第二次年次推計で推計していると伺

いました。前回、我々は電気照明器具という単位で分析していたのですが、これからは白

熱電灯器具という単位での分析を、内閣府とやりとりしなければいけないという状況だと

いうことが分かりましたので、改めて、暫定品目とあまり品目は変わらなかったのですが、

分析をさせていただきたいと思います。 

 もう一点、白熱電灯器具について申し上げますと、まず産業連関表（ＩＯ）では、生産

動態統計の数値から推計している品目です。白熱電灯器具について、差異が大きいという

ことについては、工業統計では白熱電灯器具にＬＥＤが入っていると思われますが、生産

動態統計ではＬＥＤ照明器具は別の調査品目として設定しており、生産動態統計の白熱灯

器具にはＬＥＤは入っていないということがありますので、そこはまず違う点ではないか
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と思っております。電気照明器具という大きなくくりで見れば割と合っていても、白熱電

灯器具という更に詳細なところで違いが出てきてしまって、その伸び率で推計すると違い

が出てしまうというのは、そういうところにあるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○宮川部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これまでの御説明について、御意見、御質問がありましたらよろしくお願い

いたします。 

○関根委員 全体のスケジュール感について、最初に宮川部会長がおっしゃったこととの

関係なのですが、今日も建設的な議論がなされていると思うのですが、今後、確か５月16

日の産業統計部会に向けて、今ハイライトされたようなことについて、もう少し詰めてみ

て、生産動態統計の次の改定とか、そのようなところに間に合わせると、そんな感じのス

ケジュールで今、進めているということでよろしいでしょうか。 

 それとも、今、内閣府から御説明があったのは、一部の品目は議論が始まったような気

がするのですが、まとめのページを見ていると、そうではなくてもっと困難なものがたく

さんあるという記載ぶりになっています。今、我々はどこにいるのだろうという、ぼやっ

としたコメントで恐縮なのですが、そこら辺の整理ができているとありがたいなと思った

のですが、いかがでしょうか。 

○宮川部会長 これは、事務局から大体の見通しをお話しいただいた方がいいと思うので

すが、一応、私が聞いている限りは――というか、統計委員会で既に経済産業省生産動態

統計調査の諮問が行われておりますので、その前に既に国民経済計算体系的整備部会で、

内閣府からは去年の秋、それから経済産業省からは１月に、先ほど御説明があった比較結

果が出ているわけです。 

 そういうことを踏まえて、３月に統計委員会で諮問があったわけですが、先ほども申し

上げましたように、統計問題でいろいろありまして、より詳細に詰めなくてはいけない部

分というのが、私の感覚では少し遅れていると思っております。 

 そういうこともあって、今日、私自身も電気照明器具、ＬＥＤと白熱電灯器具の問題と

か、かなり細かい問題でまだ調整して、果たしてうまく第一次年次推計と第二次年次推計

の間を埋めていくことができるのかどうかということも、まだ少し細かい問題が残されて

いるやに思います。 

 今日は、そうした細かい論点も議論していただいた上で、もう少し大枠のところで、本

来であれば４月と５月に２回の産業統計部会がある中で、内閣府として、そのギャップを

どう埋めていくかというか、それに対する対処方針のようなものがもう少しあればいいか

なというふうに、少し期待していたわけです。 

 ところが、私の感触を申し上げますと、資料１の「７．まとめ」の部分、内閣府は忙し

い中、それまでの部分は非常に詳細な分析とかシミュレーション等をやっていただいては

いるわけですが、結論的に、そのギャップを埋める方法について、あまり明確な方向性を

示しておられないと。どこか１つ、ここから手を付けていくかとか、こういうところなら

もう少し経済産業省にお願いしてというか、生産動態統計とかの品目数を増やしていって
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近付けることができるかどうかというような、前向きの議論が得られないと、既に諮問が

行われていますので、この点についてはもう少し内閣府にも、私個人も、「７．まとめ」で

どういう方向を考えていくのかということは聞きたいと思っていたわけです。 

 ②のところについて見れば、例えば経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査とか、

おっしゃってはいるわけですが、ここはある意味で第二次年次推計に反映される部分です

ので、その意味で一次と二次と言うときには、第一次年次推計で内閣府が主に使われてい

る生産動態統計調査の充実が必要なわけです。たとえ経済構造実態調査をやれたとしても、

そこはＳＵＴとの関係でシームレスが出てくる。そのほかにももちろん、だんだんとシー

ムレスにやっていかなくてはいけない部分はあるとは思うのですが、ここの一次と二次の

シームレスの部分というのは、生産動態統計調査をどう充実させるかというのは、もう３

月の諮問以前からずっと考えられていたことで、その点についての内閣府の方向性がいま

だよく分からないというのは、私も同意しているところです。 

 それがあれですが、細かいスケジュール等がもしありましたら、どうぞ。 

○吉野総務省統計委員会担当室政策企画調査官 事務局から補足させていただきます。端

的に申し上げると、関根委員がおっしゃった前者に当たりまして、ここの内容は２つに分

けられます。１つは、経済産業省生産動態統計に係るような品目。例えば電気照明器具の

ようなものです。もう１つは、造船造機に係る国土交通省に関係する、鋼船ですとか、あ

るいはそう菜、すし、弁当など農林水産省関係のものに分けられます。 

 前者の経済産業省生産動態統計に係る品目に関しては、かい離があるということは確認

できましたので、そのかい離を推計の工夫によって対応するのか、生産動態統計調査で品

目追加を要望するのかを、５月16日の産業統計部会までに決めるというのが目標です。 

 もちろん、要望したいのだけれど、その品目については非常に零細な事業所が多くて、

生産動態統計にはなじまないというものもありますので、そのような点も含めまして、要

望して、かつ実現可能性がありそうかどうかという線までを何とか詰めたいと。品目を具

体的に詰めたいというのが、事務局として描いているスケジュール感です。 

 逆に言うと、そう菜・すし・弁当や鋼船については、もう少し時間をかけて検討するこ

とでも構いませんので、生産動態統計に関して特に集中的に御議論いただければありがた

いというのが、本日のお願いです。 

 事務局からは以上です。 

○宮川部会長 ほかに御質問等ありますでしょうか。 

○中村部会長代理 吉野調査官が今おっしゃったのは、例えば11ページのこの図で、右側

の破線の枠囲いがありますが、この枠囲いのうち紫色の部分と白地の部分、例えばこれを

分けるようなことを、５月16日までに要望すると、そういう類いのことですか。 

○吉野総務省統計委員会担当室政策企画調査官 例えばそういうことになります。11ペー

ジの右の縦の大きな点線の部分を２つに分けられるかとか、あるいは、更に言えば、この

工業統計で追っている白熱電灯器具というものが、本来ＳＮＡとして狙っているものに一

番ぴったりきているのか。 

 要するに、現在の第二次年次推計の工業統計の推計をもう少し考え直した方がいいのか、
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それとも生産動態統計を細分化した方がいいのかといった点。かつ、生産動態統計の品目

「自動車用器具（二輪自動車用を含む）」を２つに分けようとしたときに、上のところに落

ちている白抜きのところですが、零細事業者があまりに多くて、結果的に生産動態ではで

きないのであれば、もう無理なので、その辺も含めて何とかなるのかとか、そのような点

を確認していくというのを、どこまで詰められるかという議論はありますが、目標とした

いということです。 

○宮川部会長 ほかに御質問はありますでしょうか。どうぞ。 

○中村部会長代理 もう１つ。ある県の研究会で伺った話なのですが、「この業種の産出額

が非常に振れるのが、実はパチンコなのです」という話を聞きまして、要するに、警察の

方針が変わると、パチンコの台数が大きく変わって、それがこの業種の生産に影響を与え

ているという情報を、県ではつかんでいるようなので、そういうような情報も、あるいは。 

 要するに、産地が特定しているようなものについては、そういうものがあり得るという

ことを感じました。 

○宮川部会長 これは一応、内閣府に答えていただいた方がいいですか。サービス機器の

問題ですから。内閣府にもお調べいただくようには、お願いしていたとは思いますけれど

も。 

○鮎澤内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部研究官 内閣府です。御指摘を踏まえま

して、現在調査中です。関係者にヒアリング等は多少行っているところです。 

 以上です。 

○宮川部会長 それもやはり、スケジュールに沿ってやっていただくということになろう

かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今、事務局が描いているスケジュールというのはあると思いますし、生産動態統計の諮

問というのもあると思いますので、そのスケジュール感に沿ってやっていただきたいとい

う意味です。よろしくお願いいたします。 

○澤村総務省政策統括官付統計審査官 すみません、生産動態統計の部会審議の事務局を

担当している立場から申し上げますと、５月16日というのは２回目の議論であり、１回目

は明日行われます。 

 本来であれば、本日の国民経済計算体系的整備部会において、具体的にこういう品目を

調査できないか、こういう協力ができないかという要請があれば、今日の明日という話も

できませんので、５月16日までに、経済産業省にも御協力いただいて、16日の議論の素材

を提供していただき、その方向性を検討していただく予定でした。その結果、24日に予定

しております５月の答申に向けて、品目や、その実査可能性の検証という結論などを、今

後の課題に書き込めれば、あとは諮問審議を要さない軽微処理が可能になりますので、機

動的に対応することも可能になります。 

 一方で、全然確定しない状態であれば、生産動態統計の今後の課題として書き込むのは

なかなか難しく、鋼船等と同じように、再びこの部会で議論していただいた上で、という

話にもなりかねません。私もこの資料を拝見し、パチンコ・スロットマシンの話について、

一体ここをどこまでやりたいとお考えなのか、本当に現実味を帯びた話なのか自体も判断
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しかねております。明日の生産動態統計の部会では、本日の部会報告は可能であっても、

議論をどこまで深められるかというところはあろうかと思います。 

○宮川部会長 ほかに何かありますでしょうか。どうぞ。 

○宮川専門委員 いろいろ詳細な分析をしていただきまして、ありがとうございます。 

 ７ページ、８ページのグラフは、結構衝撃的でもあり、なるほどという感じだったので

すが、今のお話で、生産動態統計の充実という話がありました。それはもう是非やってい

ただいた方がいいと思うのですが、仮にそれをしたところで、果たして何か説明がつくよ

うな、この差が埋まるのだろうかというのはやはり思うところです。今のお話を伺って、

結局2012年の話ですよね。ですから、2011年の経済センサスが、もう全く違うのだという

話が、そもそもやはり大きな問題としてあると思います――長期的にはですね。もちろん、

今ここで議論されていることは、短期的な課題として生産動態統計でどうするかという話

だということは、よく理解しているので、やや超越的になってしまうのですが、やはりこ

の問題を解決しない限り、結局生産動態統計をどうにかしたからといって、本当に解決す

るのか、応急処置にしかならないのではないかという印象を受けます。 

 ですから、工業統計と経済センサスの差はなぜ発生しているのか。つまり、何が正しい

のかというところが、もう見えなくなってしまっているような状態で修正をしようとして

いるような印象をどうしても受けてしまうということがありまして、長期的な課題として

は、その辺りのことをしっかりやっていかないと。これは以前も同じようなことを申し上

げたのですが。 

 それで、最後の13ページの「７．まとめ」のところで言うならば、結局ＳＵＴになった

ときに、果たして生産動態統計を使ってＳＵＴを作るのかという話です。もちろん、生産

物の産出額という意味では使えるかもしれないのですが、やはり産業という話が入ってき

てしまうと、どうしてもアクティビティや商品という単位を中心とする生産動態統計とマ

ッチしない部分もあるので、その辺りを考えなければいけない。あとは、最後に記載して

あったもので、民生用エアコンディショナと電気照明器具に見られるように、品目分類が

両者で違うという話についても、結局、今、生産動態統計の品目を変える必要があるので

はないかというお話もありましたが、やはり長期的には生産物分類をしっかり財の方でも

作って、各統計で同じようなくくりでとっていくというようなことが、最終的な解決には

なるのだろうなと思いました。私は今の短期的な話について、別に何も異論があるわけで

はないのですが、やはり根本的な問題というのは忘れないようにしないといけないのでは

ないかと思っております。 

 以上です。 

○宮川部会長 おっしゃるとおりだと思いますが、これを検討したときに、2011年、2012

年の部分という、その伸び率のところは、最初に経済センサスを始めたということもあっ

て、かなりかい離が出たと思うのです。次の経済センサス、それから何度かこれから経済

センサスをやって、また工業統計表をやりながら、くせなり、少しずつギャップも少なく

なる傾向があるかどうかというのも見きわめないといけないと思うので、その中でＳＵＴ

とかそういうものを作っていかなくてはいけないのではないかなと思います。 
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 もちろん、宮川専門委員のおっしゃることはごもっともだと思います。それはあと、経

済センサスや工業統計表、経済構造実態調査もあると思うのですが、これらを続けていき

ながら、もう少しデータを長期に追っていかないといけないのではないかなと、その問題

については思います。 

 よろしいでしょうか。何か経済産業省からありますか。よろしいですか。 

 ほかにありますでしょうか。肥後参与、どうぞ。 

○肥後総務省参与 いろいろ分析していただきましてありがとうございます。と申しまし

ても、先ほどの産業統計部会に、宮川部会長を通じて要望を取りまとめていかなければい

けない立場ですので、その関連で幾つか御質問をさせていただければと思っています。 

 先ほど経済産業省からもありましたが、例えば電気照明器具について、全体としてはそ

んなに違わないかもしれないけれど、品目を細かく見れば結構寄与していると。それは、

レベルは違わないけれど伸び率で違うという可能性もあって、例えば今回、白熱電灯器具

が結構寄与していますと。これは、電気照明器具に含まれているほかの品目と伸び率が入

り繰っている。つまり、白熱灯は上振れているのだけれど、ほかの品目が下振れている。

つまり、品目定義の細かな違いでお互い入り繰っているせいなのか、それともそうではな

くて、電気照明器具全体のかい離がすごく多くて、その寄与が入り繰りではなくて、白熱

電灯器具で寄与しているのですというのと、それはどちらなのでしょうか。 

 そこは結構大事なポイントで、そういう意味では経済産業省の御説明にあるとおり、大

くくりで見ることはできないのか。つまり、最初はコモ６桁、つまり産業連関表基本分類

で議論しているわけですが、８桁におりたわけです。８桁におりなければいけない理由が

あるのだと思うのです。 

 ですから、ポイントは２つあって、入り繰っていないのかということと、８桁で見なけ

ればいけない理由というのは何なのかというのは、今後、調整させていただくわけですが、

それは重要なポイントなので、それについて内閣府からお考えがあれば。あと事実関係を

少し教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 お答えいたします。ＧＤ

Ｐ改定寄与という点で、ほかの工業統計品目とも比べてみましたが、白熱電灯器具は突出

しておりますので、主にその部分が寄与しているというふうに我々は考えています。そう

いう意味では、やはり経済産業省と協力して、中の分析を進めていくということが必要で

あると考えております。 

○肥後総務省参与 よろしいですか。６桁でなくて８桁でなくてはいけない最大の理由は、

これは私の理解ですが――今、その御説明がなかったのですが、より細かい８桁でみると、

需要別の配分比率が大きく違うからということなのですか。 

 つまり、配分比率が同一なのであれば、６桁で把握しても８桁で把握しても、総固定資

本形成や家計消費は一緒なのですが、実は６桁の中で、８桁で品目をやると、あるものは

家計消費が多いから、あるくくりは全部中間消費だ、あるものは固定資本形成だ、という

ように、ここの品目はやはり電気照明器具とかになっていて、エアコンもそうなのですが、

だから分割したより細かなレベルで合わせることが重要だということだと、私は理解して
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いるのですが、そういうことなのでしょうか。そこは結構、すみません、多分内閣府はそ

れを最終需要項目でやられているので、私はそういうことだろうと思っているのですが、

そういうことですよね。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 お答えいたします。電気

照明器具の中で、いろいろ分かれておりますが、例えばその他の電気照明器具とそれ以外

で違う配分比率のものがありますので、細かくやっていくことに意義があると考えており

ます。 

○宮川部会長 需要配分の問題はいかがですか。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 そのとおりです。 

○肥後総務省参与 そのとおりですよね。それは、ここできちんと、問題意識を共有した

方がいいと思うのです。つまり、内閣府としては６桁ではいけない、８桁でなければいけ

ないと思っておられるわけですから、そこは経済産業省と認識のギャップがあるので、そ

こは、そういう理由なのだろうと思って確認させていただいたところ、今、そのとおりで

すというお答えをいただいたと。一緒であれば大くくりでいいのではないかと思うのです

が、違うのであれば８桁を考える必要があって、電気照明器具とかはそうだというふうに、

今お話をいただいたということだと思っています。 

 そういう関係で、最終需要項目に家計消費とか総固定資本形成に着目しているからこそ、

あまり部品は出てこないということだと。つまり経済産業省は、生産額の総額でみたとこ

ろ、部品とか結構出てくるのだけれど、部品って結局、基本的には中間消費ですから、内

閣府がみている家計消費とか総固定資本形成には出てこないと。だから部品の問題はあま

りなくて、やはり完成品の問題なのですというのが内閣府の分析であるというふうに、私

は理解しているのですが、それはそのとおりだということでよろしいでしょうか。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 一般に、部分品も、総固

定資本形成に行くようなものもありますので、必ずしも全部がそうということはありませ

んが、細かく見て配分構造が違うということによって、家計消費は総固定資本形成とは影

響が違うので、それぞれについて見ていく必要があるということはおっしゃるとおりだと

思います。 

○宮川部会長 どうぞ。 

○関根委員 多分、総固定資本形成に少し入るところがあるのかもしれませんが、在庫を

詰めていこうとすると、結構、未開の荒野と言っては何ですけれど、大変なことは分かる

のですが、在庫のことを考えると、部分品も結構重要なのではないかと直感的に思いまし

た。そこら辺はどういうふうになっているのでしょうか。 

○木滝内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 今回の分析では、最終需

要というか、家計消費と総固定資本形成への分析ということですので、在庫については分

析をしていません。 

○肥後総務省参与 よろしいですか。 

○宮川部会長 そろそろ時間もありますので、まとめた形でお願いします。 

○肥後総務省参与 すみません。ということで、今後、明日の産業統計部会にもお話をさ
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せていただき、５月16日の２度目の産業統計部会で、そこまでにとにかく何か検討対象の

品目は決めないといけないという立場から、少し確認をさせていただければと思います。

内閣府の資料ははっきり記載しているわけではないのですが、一応、対象品目というのは、

勝手に読み上げさせていただきますが、こういう理解でいいのかということを最後に確認

させていただきたいのですが、６ページ目を御覧いただければと思います。 

 ここに記載してある品目がまず大事だということだと思うのです。電気照明器具、特に

白熱電灯器具。それから半導体製造装置のウェーハプロセス用処理装置。それからサービ

ス用機器のパチンコ、スロットマシン。これは警察のデータの関連はありますが、一応検

討対象となる。それから建設・鉱山機械のこの内訳であると。それから、もう１つ出てき

たのが、民生用エアコンディショナについては、経済産業省の御提案のとおり組み替えて

もうまくいかないので、まだ少し検討する必要があると。 

 一応、５区分というか、５品目というのか、それが今後議論の対象であると解釈させて

いただいたというか、実はもっと寄与が小さい品目については前の方に記載してあるので

すが、そこまでは今回は検討しなくてもよいというふうに、内閣府はお考えなのか、いや

そうではなくて、そこも一緒に、今言った５個ではなくて、もっと考えてほしいというこ

となのか、そこはどちらなのでしょうか。すみません、今後まとめていく際に重要なので、

少しそこを確認させていただければと思うのですが。 

○宮川部会長 内閣府、お願いします。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 今御指摘のあった品目に

関心があるということですので、今後、経済産業省と調整をさせていただく品目は、その

５品目ということになります。 

○肥後総務省参与 分かりました、ありがとうございます。 

○宮川部会長 ほかによろしいですか。そろそろ時間が来ていますので。 

 よろしいでしょうか。それでは、まとめさせていただきます。 

 本日の審議ですが、内閣府から、経済産業省生産動態統計に対して、詳しい分析はされ

ましたが、具体的に追加要望したい品目を特定するには至りませんでした。ただ、委員の

皆様からは、スケジュール感はどうなっているのかという御指摘や、また個々の、例えば

先ほど言いました資料１の６ページの具体的な品目の中で、例えばサービス用機器につい

ては各県の生産で調べることができるのではないかとか、この中の５品目は特に内閣府が

関心を持っておられるのではないかといったような御指摘がありました。 

 また、事務局からも、スケジュール感に関しては、既に以前からこの問題を議論してい

ることでもあり、非常にタイトなスケジュールになっていて、内閣府から、早目に第一次

年次推計と第二次年次推計のギャップを縮小するために、生産動態統計に組み込むなり検

討するなりの品目を特定化というか、絞り込んでほしいという意見もありました。また、

長期的にこうしたギャップが、現在の経済センサスや工業統計の中で生じている部分もあ

るのではないかという、長期的な問題点の御指摘もありました。私自身、そうした御意見

についてはもっともだと思っております。 

 したがいまして、内閣府には非常に御苦労いただいたわけですが、まだ推計上の工夫等
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につきまして、必ずしも十分な検討が尽くされているわけではないと考えております。 

 こうしたことから、内閣府には、本日御指摘があった点を含めて、もう少し踏み込んだ

検討を要望したいと思います。特に、経済産業省生産動態統計に関して、また統計委員会

担当室に対して、より具体的に、何を要望するのか、あるいは要望しなくても本当に問題

はないのかといった点を、しっかりと整理していただきたいと思います。 

 ただ、先ほどから議論になっておりますように、日程の問題、それから３月の統計委員

会で西村委員長から、しっかりと内閣府と経済産業省の間で議論をしながら、生産動態統

計の諮問を進めていくようにという要請もありますし、国民経済計算体系的整備部会はこ

れに応えていかなくてはいけないというオブリゲーションがあります。 

 一方の産業統計部会の審議が４月12日と５月16日ですので、次回の国民経済計算体系的

整備部会を待っていたのでは間に合いません。また、統計委員会はこの間にも行われます。 

 そこで、内閣府の検討状況に関しては、部会長である私の方で一旦引き取らせていただ

き、取りまとめて４月12日と５月16日の産業統計部会に報告する。もちろん、その結果に

関しては次の本部会で報告するという形で、御一任をいただきたいと思うのですが、よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮川部会長 よろしいでしょうか。内閣府としては、スケジュールが非常にタイトにな

ってしまっている、また一方で統計委員会の西村委員長からの強い要望もあるということ

を認識して、統計委員会全般の審議に御協力をしていただいて、本来の第一次年次推計、

第二次年次推計のギャップを埋めるべく、推計それから生産動態統計の品目の追加につい

て、更なる御検討をして、私どもに御報告をお願いしたいと強く要望したいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。内閣府、よろしいですか。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 はい、了解しました。 

○宮川部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

 それでは次に、生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報等の検討状況についてです。 

 前回部会では、内閣府から生産側及び分配側ＱＮＡの試算結果等を御説明いただき、審

議いたしました。本日は、これまでの審議を踏まえた最終的な検討結果について、内閣府

から御説明いただきます。よろしくお願いします。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 それでは説明させていた

だきます。資料２になりますが、家計可処分所得・家計貯蓄率の四半期速報及び生産側・

分配側ＱＮＡについてというものです。 

 おめくりいただきまして、１つ目が家計可処分所得及び家計貯蓄率の速報推計です。こ

ちらは、これまで２回ほど御説明をさせていただいておりますが、まず２ページです。 

 こちらは最新のデータで試算値を計算してみたものです。こちらは原系列の数字ですが、

データは毎月勤労統計の再集計結果を踏まえた雇用者報酬、あるいはそれを踏まえた年次

推計で、遡及系列も含めて取り込んだ形で、再度試算値を計算したものです。 

 ですが、大きな絵姿は前回２月にお示ししたものから変わってはいません。ですので、
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個別の数字の説明は省かせていただきます。 

 次のページが、同じものを季節調整値でお示ししたものです。こちらもデータを更新し

ています。 

 前回から少し変えておりますのは、左上のグラフですが、こちらは前回指数でお示しし

ていたのですが、やはり規模でお示しした方が分かりやすいだろうということで、兆円単

位の数字でお示ししています。ここは、表題のところでは名目と記載してありますが、中

に実質の数字も入っておりますので、御注意いただければと思います。 

 もう１枚おめくりいただきまして、４ページです。 

 家計貯蓄率については、基本計画の中でも参考系列としての公表を目指すとされていた

ところですので、こういう形で数字の試算を何度か重ねてまいりましたので、こういう数

字を今後参考系列として公表することを考えたいということです。 

 まず表章項目ですが、こちらについては、従前もこのようなことでお示ししたいという

ことで御説明をしておりますので、基本的にはそれと同じものですが、季節調整系列に加

えて、原系列の数字も出した方がよいのではないかというアドバイスもいただいておりま

すので、原系列も含めてお出しする方向で考えているということです。 

 それから１点、これまでの御説明と少し変更していますのは、実質家計可処分所得です。

こちらは実質化のデフレーターについて、今までは持ち家の帰属家賃などを除くものでデ

フレーターをしていましたが、可処分所得に対応するのはいわゆる家計消費ですので、家

計消費のデフレーターに合わせる方が、ユーザーの分析にとってもよろしいのではないか

と思いまして、今回はよろしければこれに変更させていただきたいと考えているところで

す。 

 それで、これまでは試算ということでお出ししておりましたが、実際に公表するとなり

ますと、いろいろ計数のチェックの体制などを整える必要がありますので、若干のお時間

をいただきまして、直ちにというわけにはいきませんが、数か月お時間をいただいた上で、

公表を開始できればいいなと考えているところです。 

 公表のタイミングとしては、１つの考え方としては、１次ＱＥ、２次ＱＥというふうに、

支出側の数字のＧＤＰ速報を出させていただいておりますが、それの２次ＱＥが出た後の

ひと月後ぐらいの時期に公表するということを考えているところです。 

 家計貯蓄率、家計可処分所得については以上です。 

 もう１枚おめくりいただきまして、次が生産側・分配側のＱＮＡの試算結果になります。 

 こちらは、もう１枚おめくりいただきまして、６ページです。こちらは生産側の、いわ

ゆる総付加価値の動きを原系列でお示ししたものです。 

 こちらは前回、季節調整値をお示ししていたところですが、原系列の動きも見てみたい

という御意見がありましたので、今回、資料として御用意させていただいたものです。 

 これを見ますと、これは指数に直してありますが、左上の指数の動きがかなり、支出側

のＧＤＰと同じような動きになっていますが、右上のグラフを見ますと、原系列の前年度

比でも、やはり四半期ベースでは若干ずれが出ているところがあるということです。下は

これを製造業その他産業に寄与度分解したものです。 
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 もう１枚おめくりいただきまして、７ページですが、これは前回もお示しした季節調整

値の動きですので、説明は省かせていただきたいと思います。 

 ８ページ目は、推計精度の分析ということで、速報から確報への生産側の動き、ＧＶＡ

がどのように改定されたかというものをお示ししたものでして、こちらも前回同じような

ものをお示ししておりますので、ここも詳細な御説明は省かせていただきます。 

 ９ページになります。こちらは分配側のＱＮＡでして、データを前回から更新していま

す。先ほど家計の可処分所得、それから貯蓄率の方で、雇用者報酬の再推計、あるいはそ

の他の係数の再計算の結果を取り込んでいると申しましたが、こちらについても、最新の

データを取り込んで、改めて試算等をさせていただいたものです。 

 結果を見ますと、前回もお示ししたのと同じような動きになっていまして、やはり速報

部分で試算結果が既に公表されている支出側の動きとは少しかい離が出ているということ

です。 

 ９ページは原系列ですが、１枚おめくりいただきまして、季節調整系列でもやはり動き

にかなりかい離が出ているところです。速報期間でいきますと、2018年のＱ２のところが、

大きく伸びが変わってきているという姿が出ているところです。 

 これを、実際に推計精度という観点で分析したものが11ページになります。こちらも前

回お示ししていますが、前回は改定寄与度ということで、伸び率に対する寄与度というこ

とでお出ししていましたが、水準で出した方が分かりやすいのではないかという御指摘を

いただきましたので、今回、水準で改定幅をお示ししています。 

 データの関係で、2015年度以前と2016年以降では分析のフレームワークが違いまして、

2015年以前は雇用者報酬の改定幅を見ることができませんが、全体を通して言えますのは、

営業余剰・混合所得の部分の改定が、全体の改定への寄与が大きくなっているということ

です。 

 例えば2017年度、こちらは前回も御説明していますが、雇用者報酬が青のところで、営

業余剰・混合所得の全体の改定への寄与がオレンジのところですが、ここはやはり、金融

機関の部分の営業余剰の推計が、年次推計とは、速報段階と少しずれていたということが

分かっているということです。ということで、推計結果を更新するとこういうふうになり

ましたという御説明です。 

 それで、今後どうするかということですが、今お示しいたしましたように、一応、生産

側・分配側ということで試算をこれまで重ねてきたわけですが、私どもとしては、今後の

進め方としてはこういうふうに考えています。 

 まだ現時点の段階では、精度がまだ十分でないところがあるのではないかと思っており

まして、そういう意味では、もう少しお時間をいただいて検討を重ねたいということを考

えているところです。 

 中身を見ますと、生産側・分配側では、もちろん精度の違いがあります。分配側の方が

少しかい離が大きくて、生産側の方はそれほどでもないということがありますので、その

点も考慮しながら進めていきたいということです。 

 一方で、生産側と分配側、今までばらばらにやっておりましたが、両方突き合わせてみ
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るということも意味があることではないかと思いまして、そういう観点も取り入れながら

検討したいと考えています。 

 先に課題を御説明させていただきます。ここは課題の例という感じでお示ししていまし

て、今後詳細を詰めていく中で、若干の異同はあるかもしれません。 

 まず生産側ですが、生産側は、グラフに戻っていただきまして７ページを御覧ください。

７ページの季節調整系列のグラフを見ていただきまして、右上のところですが、四半期別

の総付加価値の動き、それから支出系列の動きを見ますと、Ｑ１でずれが割と見られると

いう傾向があるということが分かりました。 

 12ページに戻っていただきまして、実は生産側の付加価値を計算するときには産業別に

計算をしますが、産業別の中間投入比率は四半期別にはなかなか分からないということで、

年の中で一定にせざるを得ないのです。ですので、どうしても段差が生じてしまっている

可能性があります。もちろん、統計的なスムージングなどをいろいろ施してはいるのです

が、産業によってはその影響が出ている可能性もありますので、産業の動きを更にいろい

ろ分析する必要があるのではないかと考えています。 

 もちろん、そうでない可能性もあります。例えば季節調整などのやり方の関係などもあ

るので、その辺も見たいということです。 

 それから、産業別の付加価値推計の精度確保ということですが、生産側はやはり産業別

の情報が非常に重要ということです。ただ、細かくすればするほど精度が悪くなっていく

ということもありまして、どの程度の産業分類というのが、例えば仮に公表するのであれ

ば耐え得るのかとか、そういうこともあると思いますので、その辺の産業別の動きという

のを、これまでは全体をヘッドラインということでお示ししていましたが、その辺のとこ

ろも少し整理をする必要があるかなと思っています。 

 ３つ目の課題としては、これはなかなか難しい課題なので、直ちにということではない

かもしれません。そもそも生産側の速報推計というのは、年次推計の生産側を発射台にし

ています。支出側とは若干の差が、もともと不突合ということで差があります。この差が、

場合によっては速報段階の推計精度に影響している可能性もあるということで、この辺を

少し、概念的なところも含めて整理した方がいいのではないかと考えているところです。 

 １枚おめくりいただきまして、分配側です。分配側は、数字を見ていただいても分かり

ますように、まだまだ課題がかなりありまして、ここでも幾つか挙げていますが、１つ目

は制度変更に対応した推計方法ということで、特に分配側ですと、税金と補助金というも

のが推計の項目の中に入ってくるということです。こちらは、データがとれる部分ととれ

ない部分がありまして、とれたとしても、それがうまく発生主義でＧＤＰに合うようにで

きるかというようなこともあります。ですので、ここはなかなか課題が多いのかなと思っ

ていまして、ここを更に精査したいと考えているところです。 

 ２つ目ですが、これは先ほど申し上げました生産側との突合ということにも関係してく

るかもしれません。生産側は産業別に細かいレベルでやっております。これに対して分配

側というのは、どうしても推計の項目が粗いです。営業余剰、雇用者報酬、それから固定

資本減耗のような、ざっくり言って数本でやっているようなイメージと考えていただいて
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結構だと思います。そうすると、細かいレベルでやっているものに比べると、推計精度が

場合によっては劣る可能性もあるということです。 

 その場合、例えば産業別に分配側も推計すると、生産側の動きとの突合ということもで

きるのではないかと考えられます。ただ、これをやるためにはいろいろハードルがありま

して、例えば雇用者報酬や固定資本減耗も産業別にしないとなかなかそういう分析はでき

ないということで、これもすぐにできるかどうかは分かりませんが、こういうことも視野

に入れて検討する必要があるのではないかと思っています。 

 それから、データ制約ということですが、先ほども申し上げましたが、例えば営業余剰

のデータが、金融機関については、例えば速報段階では十分に得られないということで、

今は補助系列を使って計算しています。 

 この部分がもう少し、例えば財務諸表などを使って推計するとかいうことができるので

あれば、場合によっては推計精度が上がるかもしれないということで、データの探索も含

めて、少し視野を広げて検討する必要があるのではないかと考えているところです。 

 14ページは共通の課題ということで、若干テクニカルなところもありますが、１つ目の

部分が年次推計の確報部分における四半期値のずれということでして、分配側は、実は公

表値が既にあるわけです。公表値の部分で、例えば四半期ごとの雇用者報酬などがあるわ

けです。それをベースに伸ばしているわけですが、生産側は今、暦年値しかありませんで、

今回速報推計をするために、新たに四半期値を作っています。 

 そうすると、四半期値のずれが、実は加工部分で既に出ているということで、この部分

をどう考えるかというのを考える必要があるかなと思っているところです。 

 最後の点は、これはＱＥの工程表の中でも少しお話をしたことがあるかと思いますが、

四半期ＳＵＴというのも将来的には検討していくということで、こういうことも念頭に置

きながら検討していくことが、長期的には必要かなと思っています。 

 課題を幾つか申し上げましたが、私どもとしましては、今回いろいろ分析、試算をしま

したが、もう少しお時間をいただいて検討していきたいと考えています。 

 最初に申し上げましたように、生産側、分配側、それぞれ課題も違いますので、取組の

スピードも変わってくると思いますが、ある程度分析をした上で、また御報告したいと考

えています。具体的には、定期的にこちらの部会に報告させていただければと考えている

ところです。 

 以上です。 

○宮川部会長 どうもありがとうございました。 

 ただ今の内閣府からの御説明につきまして、御意見、御質問がありましたらお願いいた

します。どうぞ。 

○関根委員 どうもありがとうございました。大変お忙しいところ、このようなところを

実務に落としていくのは大変なことだと思うのですが、幾つか確認、質問と、コメントの

ようなものを差し上げたいと思っています。 

 まず４ページ目、公表時期です。２次ＱＥ公表から１か月後を目途でということでした。

第１回目の公表はいつぐらいということでイメージされているのでしょうか。要するに、
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字義どおりにいえば、２次ＱＥを３月に出していらっしゃるので、１か月後というと今月

ではないかという話になりますが、そこは実は視野に入っていなくて、次の６月、７月ぐ

らいになるのかとか、その辺の感覚を教えていただければというのが１点目です。 

 ２点目ですが、これは確認というよりもあくまでももう一回、前回もこの御説明を受け

たときに申し上げたことなのですが、11ページで、分配側のところを見ると、営業余剰で

非常に改定幅が大きいということです。 

 ここについては、私の理解では、今の年次推計のフレームワークでは、どちらかという

と生産側に合うように、営業余剰を残差項として求めていて、ここでやろうとしているＱ

ＮＡベースのものは、営業余剰を直接求めに行っている。ですから、ある意味、両者の推

計方法の違いが、営業余剰のところに表れるような、そのような一面であるのではないか

と思ったのですが、そういう理解でよろしかったですよねという確認までです。 

 以上が御質問で、コメントとしては、推計精度等でもう少し検討したいという、統計メ

ーカーとしてそういうスタンスであるということ自身は、私もそうかなと思うところがあ

りまして、そこに強い違和感はないのですが、ただ、スケジュール感みたいなところをも

う少しお示しいただけるとありがたかったなというのがコメントです。 

 順番に申し上げますと、特に分配側の方で、13ページのところでいみじくもおっしゃっ

ていましたが、要するに、２つ目の○のところで、分配側は相対的に粗い項目数での推計

になっていると。これは逆にユーザーサイドから見ますと、いいクロスチェックと言った

らおかしいのですが、違うデータソースを使われているので、これは前回も少し申し上げ

た話ですが、完全に一致しなくても、ユーザーとしてはどの程度幅を持って見なければい

けないのかというのに使えると、そういう意味では、違うデータで持っていって不突合が

生じても、ある意味しようがないではないかと。それで、逆に言うとＧＤＰの振れをどの

ぐらい伴うものかというのを見ていきたいという立場もあろうと思うのです。 

 そういう意味でいうと、ここが完全に一致するところまで公表しませんと言われると、

それはそれで、やや極端すぎないかなという感じがしますので、今後、こういう検討課題

をどういうタイミングで詰めていくのかということもありますが、その中で、公表となる

ときには、完全にきれいになるところまで行くというのは、恐らく他国もそんなことはな

いはずですので、ある程度の見切りをどこかで付けていかなければいけないと思います。

そこは多分、私どもにも御相談いただいて、私どももある程度それを支持していくという

形になるかと思うのですが、そのようなスケジュール感とか目線というのも併せていただ

ければとも思いました。 

 あともう１点ですが、これは前回、斎藤専門委員がたしかおっしゃっていた話だと思う

のですが、年次推計なのか四半期推計なのかというところがあろうかと思います。もちろ

ん、これは四半期推計の話が先に来ているわけですが、そもそも分配側と合わないのは年

次のところからではないかということで、たしか斎藤専門委員からコメントがあったかと

思うのですが、そういうことを考えていくと、プライオリティとしてどういうアプローチ

で行くのかなと。 

 分配側の推計というのは、ある程度年次の方から先に攻めていくのか、それとも四半期
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を今もうここまで作られていますので、ここでもう少し細かく見ていくのか。ましてや産

業別とか言ったら、四半期は大変だと思うのですが、ある程度の段階で年次の方に戻って

いくつもりがあるのか。そこら辺もまたスケジュール感みたいなものをいただけると、大

変ありがたいかなと思った次第です。 

 私からは以上です。 

○宮川部会長 それでは、質問のところで内閣府が答えられる部分について、お願いいた

します。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 どうもありがとうござい

ます。お答えさせていただきます。 

 まず、家計の可処分所得・貯蓄率の速報推計ですが、中でもやはり推計の体制について

は、計数、皆様に御提供する数字に間違いがあってはいけないということもありまして、

念入りに準備したいと思っておりますので、正直申し上げまして、例えば今月中にという

のはなかなか難しいかなと思っています。準備ができました段階で、皆様にしっかりお知

らせをしたいと考えているところです。 

 ここに記載しました２次ＱＥの１か月後というのは、レギュラーになったときにはこう

いう形でお出ししたいということで御説明をいたしました。少し説明が足りずに失礼いた

しました。 

 ２つ目の点ですが、11ページの分析で、営業余剰の差ということは、委員の御指摘のと

おりでして、営業余剰は年次推計で残差で求めておりますので、そことの差が出てくると

いうことになります。ですので、そのとおりということです。 

 それから、ＱＮＡのスケジュール感ということですが、私どもも、そこは何かだらだら

とということではありませんので、きちんと区切りを付けてと考えています。 

 ただ、課題をいろいろ整理するのを、短期的にすぐにできるということではないので、

例えば年度内とか１年後ぐらいにまた一回御報告をさせていただいて、その時点でここま

でできました、あと課題はこうでした、というふうに整理ができるといいかなと思ってい

ます。１つの目標として年度内、あるいは１年後ぐらいに一回また御報告をさせていただ

ければと考えているところです。 

 それから、数字の扱いで、不突合の扱いとかかい離についてどう考えるかということで、

これはなかなか難しい問題でして、委員からの御指摘があったということで承って、こち

らでも考えてみたいと思いますが、ユーザーの皆様によっても、数字が出たときの受けと

めというのはいろいろありますので、その辺も踏まえて、慎重に検討したいと考えている

ところです。 

 最後に分配側の年次、四半期ということですが、これは御指摘のとおりではあるのです

が、なかなか、年次まで広げてしまうと課題が大きいので、まずは四半期のところでどう

いうことができるのかということをやってみたいというのが、今の段階での私どもの考え

方です。もちろん、やっている中で、実は年次もこういうふうにやった方が、というのが

出てくれば、それはそれで少しまた整理したいということです。 

 以上でよろしいでしょうか。 
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○長谷川内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 よろしいでしょうか。今、関根委員

からスケジュール感の話が出まして、少し、今の鈴木課長の補足をさせていただきますと、

検討課題が多くあり、本来なら、もっと我々も早くやりたかったのですが、なかなか作業

や課題が多いということを改めて認識した次第です。 

 例えば生産側の産業別ですと各国も大体10から20で、イギリスは少し特別というか、100

を超えるような分類でやっているところもありますが、我々もどの辺までで自信を持って

御提供できるかといったところも……。 

○宮川部会長 それは産業分類？ 

○長谷川内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 産業分類です、はい。四半期別のＱ

ＮＡです。ですので、そういうのも横並びを見ていきたいということです。 

 それで、引き続きお時間をいただきたいということがありますが、関根委員がおっしゃ

ったように、どこかで見切りと申しますか、はっきり言って分配側の方が難しいというの

はつくづく思っていまして、それができないと両方出さないというわけにはいきませんの

で、ここに記載していますが、念頭には、進捗の検討の状況次第では、生産側をより先行

的に取り組むことも視野に起きながら、おっしゃったような一種の見切りというところも

一つあるのかなとは、私どもも思っているところです。適宜、ここに記載してありますよ

うに、検討の進捗については御報告申し上げたいと思っております。 

○宮川部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○中村部会長代理 前回もほぼ同じことを言いましたが、分配側には少し精度に不安があ

るということであれば、家計可処分所得と家計貯蓄率と生産側ＱＥ、これが出るだけでも

大変な情報の拡大になりますので、逐次公開というか、あるステップを踏むということも

あってもいいのではないかという気がしております。 

 それからもう１点、今日最後に触れられた、四半期ＳＵＴを長期的には考えていこうと

いうことですが、四半期ＳＵＴは確かに、オランダとフランスは作っていて、ドイツはそ

んなものはできないと言っていて、イギリスは四半期ＳＵＴのますをどう埋めていくかと

いうペーパーを出していたので、作っているのかと思ったら、この前、ＯＮＳ（イギリス

国家統計局）の人が総務省に来られまして、川﨑委員もおられましたが、四半期ＳＵＴで

調整を行っているのですかと聞きましたら、そうではなくて、生産側・支出側ＧＤＰ、Ｇ

ＤＰレベルで調整しているということでした。 

 だから、国によっていろいろですが、この点は、１つ前のページの13ページの真ん中の

○の、生産側ＱＮＡとの整合性のところで、雇用者報酬、固定資本減耗と、これらを産業

別に推計するということが記載されているわけですが、これと生産側、支出側の数字がそ

ろえば、四半期ＳＵＴを直接作るということではなくて、この３面の数字を、例えば最新

の暦年のＳＵＴに放り込むとどういうことになるかというような形で、どこに問題がある

かというような、そういうチェックをすることによって、生産と分配の間の調整を図ると

いうようなことも考えられるのではないかという気がいたしましたので、申し上げておき

ます。 
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○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 何か、内閣府からレスポンスはありますでしょうか。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 ありがとうございます。

まさに、２つ目の点に関しましては、中村部会長代理の御指摘のとおりでして、四半期Ｓ

ＵＴのかなり長期的な一つの道標のようなものでして、そういう意味では13ページの真ん

中の課題、これがいわば一つの、現実的には３面あるいは２面の調整の一つの枠組みとし

てうまく使えるのではないかという観点で、ここに記載しているということです。 

○宮川部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かありますでしょうか。どうぞ、斎藤専門委員。 

○斎藤専門委員 完全に利用者の立場で、意見と御質問なのですが、４ページの公表につ

いて、私の場合、いつから公表を開始するかということではなくて、レギュラーになった

ときに、２次ＱＥから１か月後ということなのですが、このタイミングですと、例えば直

近の四半期の貯蓄率等を利用できる期間というのが１か月ぐらいしかない。 

 例えば１－３月期の貯蓄率等が出てくるのが７月10日ぐらいになると。８月の上旬にな

ると、もう次の四半期のＱＥが出てしまうということで、少し贅沢な話なのですが、１か

月ぐらいしか最新の四半期の家計貯蓄率が利用できないと。１か月たつと、ＱＥはあるけ

れど家計貯蓄率と家計可処分所得はないという期間が２か月ぐらいなってしまうというこ

とで、スタートはこれで、私は異論はないのですが、今後、将来的な話として、これを早

めることができる可能性があるのか。 

 例えば基礎統計が全然出てこないので、もうこれ以上前倒しは無理ですとか、作業上の

問題で無理とか、作業を効率化すれば少しは早まるとか、その辺の感触を教えていただけ

ればと思います。 

○宮川部会長 内閣府からお願いできますか。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 ありがとうございます。

御指摘のところは、確かにそのようなところは非常に重要と思いますが、この日程を設定

させていただいたのは、１つは基礎統計の利用可能性ということと、あとは実務的に、や

はり計数を新たに公表していくとなると、それなりの体制を構築する必要がありまして、

その２つの制約条件で、この辺りであれば何とかということでありまして、最初の出だし

でやらせていただくにはこれかなと思っておりますので、将来的に、場合によっては公表

時期が、というのはあるかもしれません。ですが、まずはこれでやらせていただくという

ことかなと思っています。 

○宮川部会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに御意見はありますか。よろしいですか。 

 それでは、この件に関しましては、委員ほかの皆様から、スケジュールに関しての質問

が非常に多かったように思います。 

 本取組につきましては、基本計画において2019年３月末までに結論を得るとなっており

ます。このため、今回、明確な結論を出さずに、引き続き検討するという部分が多くて、

それを承認するということであれば、公表の系列や目標とする精度といった最終目標と、
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そこに至るまでの今後の進め方、いわゆる委員の皆様から御質問があったスケジュール、

工程表を、ある程度具体的に取りまとめる必要があるかと思います。 

 具体的には、スケジュールを全般的に見て、最初に御説明があった、家計可処分所得・

家計貯蓄率は、これは精度というよりも、いつから公表するかが問題です。それから、先

ほど斎藤専門委員からありました、将来的にはそのレギュラーな公表時期が早められるか

どうか、または早められないとすれば、ネックになる基礎統計の部分の具体的な説明、そ

ういう部分について、工程表の中に入れていただきたいと思います。それから、生産側・

分配側ＱＮＡ、これは関根委員、それから中村部会長代理からもお話がありました。生産

側・分配側一体として考えるのではなくて、どちらか１つから早目に公表できないか、ま

た公表できるとしたらいつごろなのか、またそれについて乗り越えなければいけない具体

的な課題というのはどういうものがあるのか。また、具体的な課題というのも、先ほど関

根委員が言ったように、生産側が現行の公表系列とすべて一致するというわけではなくて、

参考系列で一応考えておられるわけですから、参考系列で考えたときに、どれぐらいのも

のを乗り越えなくてはいけないのかというような、具体的な課題と最終目標が入った工程

表を提示していただきたいと思います。 

 それから、私の個人的な考え方としては、例えば分配というのは、ある意味、季刊国民

経済計算などで出して、そこで提起された手法をやれば、ユーザーはもしかしたらそれを

使って、公表の統計があれば自分で計算することも可能になるわけです。それは公式の統

計というわけではなくて、研究者の一つの見解です。今までも研究開発の資本化とかそう

いうものはやられてきているわけですから、なるべくそういう形で、公表の手段もいろい

ろ工夫されてはいかがかなとは思います。 

 こうしたもろもろの点も十分考慮して、次回の本部会において、内閣府から、より具体

的な最終目標と、今申し上げたような工程表を御提示いただければいいかなというふうに、

取りまとめたいと思います。 

 どうぞ。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 どうもありがとうござい

ます。一点、家計可処分所得・貯蓄については、まずやはり今回、公表の立ち上げという

ことに注力したいと思っていまして、かなり先の将来的な公表時期を前倒しするときの制

約ということを、次回の部会までというのはなかなか厳しいかなと思いますので、そこは

もう少し、まずは公表を始めて……。 

○宮川部会長 いえ、前倒しをするとかいうことではないけれども、基礎統計としてどう

いう制約があるかぐらいは、既に今、お答えになっているわけですから、もう少し具体的

にお答えいただいたら、ユーザーは、もうしばらくかかるかなとか、逆にいつも内閣府が

おっしゃるように、基礎統計が先に出ない限りそこが難しいということは理解されている

わけですよね。例えば法人企業統計がこのスケジュールであれば、２次ＱＥはこのスケジ

ュールだということは、ユーザーもよく理解されているわけですから、そういうことが分

かるようにしてもらえればいいということです。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 分かりました。 
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○宮川部会長 というような取りまとめでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮川部会長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

 次に、毎月勤労統計における変更を受けた雇用者報酬推計等の対応についてですが、本

件については昨年10月22日の本部会において一度審議しておりますが、その際、標本交代

時の接続方法が宿題として残っておりました。本日はこの点について、内閣府から御説明

をいただきます。 

 あらかじめ申し上げますが、今回の対応はあくまで当面の対応となります。毎月勤労統

計の問題が終息し、またある程度データが蓄積された段階で、改めて本部会で取り上げる

こととしたいと考えておりますが、データは出てきておりますので、本年５月の時点で何

らかの対応を迫られる課題でもあります。そこで、あくまで暫定的な対応として、どのよ

うにすべきかという観点からの整理をお願いしたものです。 

 それでは内閣府、御説明をお願いいたします。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 御説明させていただきま

す。資料３です。１枚おめくりいただきまして、資料は１ページのみとなっています。 

 毎月勤労統計を使って雇用者報酬を推計しておりまして、こちらは2019年１月のところ

で、毎月勤労統計のサンプルが一部入れかわっています。このデータをどのように使って

雇用者報酬を推計していくかということです。 

 昨年秋の段階で、委員の皆様から御意見をいただきまして、我々の方で改めて検討させ

ていただきました。現時点で当面の対応として御提示したいのは、毎月勤労統計において、

１月時点で新規のデータが分かります。この新規のデータを使いまして、段差が出ないよ

うに接続をしたいということです。 

 下の図を見ていただきますと、2019年１月のところで、赤の太線が旧でして、新のとこ

ろでえんじ色のものが出てきます。このえんじのところの動きを使って、赤のものを延ば

していくというような形で接続をしたいと考えています。 

 そういう意味では、昨年秋に御提示したものと基本的には同じ考え方ですが、昨年秋に

お示ししましたものですと、それがずっと未来永劫続くかのように御説明をしてしまいま

したが、私どもとしては、毎月勤労統計の方で次の労働者数のウェイトのベンチマークを

更新するということであれば、その時点でベンチマークを反映した賃金水準が分かります

ので、それが出てきた段階で全体の水準の調整をさせていただくというようなことを考え

ているということです。 

 タイミングとしては、国民経済計算の基準改定のところで、それに一番近い水準を取り

込むということになるのではないかと思っています。 

 一応、現時点ではこういう方法を考えていまして、もちろん、今後、基礎統計側におけ

るいろいろな追加的な検討や情報などがありましたら、それを踏まえて、私どもでも更に

必要な検討をしたいと考えているところです。 

 以上です。 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 
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 大きなメッセージとしては、基準となる時点で固定していくということですから、長期

にわたって誤差が累積していくことはないと考えているということだと思います。 

 ただ今の内閣府からの御説明について、御意見、御質問がありましたらお願いいたしま

す。どうぞ。 

○関根委員 どうもありがとうございます。一応、当面の対応ということで承るというこ

とですので、また同じようなことを申し上げて恐縮なのですが、あくまでも、当面の対応

ということであれば、当然、実務の関係もありますので、私自身もこれをもって了とする

ということでいいのではないかと思うのですが、ただ、今後検討いただきたいという、要

望事項です。 

これは昨年の秋も私からも申し上げさせていただきましたが、やはり１月でリンクする

ことが本当にいいのかということについての、頑健性のチェックということで、例えば共

通事業所ベースの賃金を使うとどのぐらい雇用者報酬が変わり得るのかというのは、どこ

かのタイミングでお示しいただけるとありがたいなと思います。更に言ってしまうと、今

回一連のことで、随分毎月勤労統計については、まだ賃金について遡及改定も完全にでき

ていないところがあるとか、まだかなり不確実というか、不透明なところがあろうかと思

います。 

 やはりそのときに、代替的なやり方をもう少し御検討いただくというか、それでどの程

度頑健性があるのかをチェックするというのも、一つ重要なポイントなのではないかと思

います。 

 もう少し具体的に申し上げますと、例えば税務統計などを使ったときに、どのぐらいの

雇用者報酬となるのか、そういうものは一応過去の研究がありますので、もし内閣府でや

るのが大変だということであれば、例えば委託研究をしてみるとか、そういう手法も使い

ながら、やはりここについて、精度の確保というか、どの程度の頑健性があるかというの

をチェックしていくのは重要なのではないかなと思います。 

 特に毎月勤労統計のところが、過去のデータに遡って、まだしっかりと固まっていない

段階においては、そのようなほかの手法も使いながらアプローチしていくということが重

要なのではないかと思いました。 

 以上、コメントです。 

○宮川部会長 内閣府から何か御意見はありますか。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 どうもありがとうござい

ます。毎月勤労統計については、共通事業所の扱いなども含めて、厚生労働省においてい

ろいろ検討なりをしていると聞いておりますので、そういう議論の状況も踏まえながら、

私どもとしても検討したい、あるいは対応したいと考えています。 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 どうぞ。 

○長谷川内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 あと、オルタナティブな手法の検討

ということです。我々も、これは当面の対応ということですが、なかなか、実務の点から

の制約がやはり大きいなと改めて思ったということと、あと、毎期毎期我々の方で、例え
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ば遡及していくとか、そういう対応というのもなかなか難しいものですから、どこのとこ

ろで折り合いを付けるのかというところを検討する必要があるのかなと思っています。 

 できればそういうところは、基礎統計の方にも御協力いただくとか、そういうこともあ

ろうかと思いますが、我々加工統計側で、ＱＥの中で作っていくところでの制約というの

は非常に強いので、そういう中で、関根委員にお話しいただいたようなオルタナティブ、

あるいはそれの頑健性みたいなものも、少し検討してまいりたいと思っています。 

○宮川部会長 ほかに御意見ありますでしょうか。 

 厚生労働省は何かありますか。 

○田中厚生労働省政策統括官付参事官付審査解析官 毎月勤労統計の問題につきましては、

非常に政府統計の信頼を損ねるというところでして、多大な御迷惑をおかけしている次第

でして、この場で謝罪をさせていただきたいと存じます。 

 引き続き、統計委員会からもいろいろな御指導を賜りながら、どのようにして平成16年

から平成23年の遡及改定ができるかという検討などもさせていただいているところです。

その辺りは、特に我々がただ単にやったとしても、それはあまり信用されませんので、や

はり統計委員会の御指導を賜りながら、ある程度の信頼性を担保できるような統計を、再

推計という形になるのかもしれませんが、お出しさせていただくということを視野に入れ

ながら、いろいろ検討を進めさせていただいておりますので、それについては尽くしてい

きたいと考えています。 

 多大に御迷惑をおかけしておりますが、引き続きよろしくお願いしたいと存じます。 

 以上です。 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 ほかに何か御意見ありますでしょうか。 

 それでは、ただ今の雇用者報酬等の推計につきましては、関根委員から、継続サンプル

を利用した推計方法の試算ということも検討してはどうかという御指摘がありました。 

 この御指摘ももっともだと思いますし、またその検討方法も考えなくてはいけないとこ

ろではありますが、一方で、この５月には実務上接続処理をしていかなくてはいけないと

いうことですので、ここで結論を先送りというわけにもまいりませんし、関根委員もその

ことはお認めいただいていると思います。 

 そこで、現段階では、当面内閣府の説明にあった手法で接続するということを認めると

いうこと。それから、御指摘に関しては、どのように検討していくかということを進めて、

改めて御報告いただくというふうにしたいと思います。 

 また、毎月勤労統計の件は、もう少し広い範囲で、統計委員会マターにもなっておりま

すので、私が、毎月勤労統計、それから雇用者報酬の推計に関して、こういう意見が出て

おりますという形で、統計委員会に上げて、また対策を考える。先ほど厚生労働省からも、

統計委員会全般で御議論をいただきたいというようなお話もありましたし、そういうふう

にしていきたいと思っております。 

 こうした取りまとめでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○宮川部会長 ありがとうございます。ではそのようにさせていただきます。 

 それでは次に、統計委員会からの統合比率に関するデータ提供要望等についてです。 

 本件については、事務局より、内閣府が予定どおり３月にデータを公表したとの報告を

受けております。また、前回部会では、一部の項目については統計委員会担当室からの報

告も踏まえた検討を内閣府にお願いしておりました。 

 本日は、その宿題への対応も含め、データ公表の状況について、内閣府から御説明をお

願いいたします。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 それでは、私どもから説

明をさせていただきます。資料４です。データ提供の御要望があった件ですが、こちらへ

の対応です。 

 以下、１、２、３で記載してありますが、12月から２月、それから３月末ということで、

御要望いただきましたデータについては全て公表させていただいています。 

 それで、前回のこちらの部会以降に、２と３ということで公表させていただいておりま

すので、この場で御報告させていただきたいと思います。それが１つです。 

 それからもう１つ、前回、統計委員会担当室から、住宅賃貸料とＦＩＳＩＭの推計につ

いて、試算ということでお示しいただきました。住宅賃貸料は、我々と大体結論は同じと

いうことでして、ＦＩＳＩＭを拝見させていただきましたが、これはこれで一つの考え方

としてあるのかなと思いましたので、そのように受けとめたということです。 

 以上です。 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 今、統計委員会担当室からの宿題についてのお答えがありましたが、統計委員会担当室

は何かありますか。 

○肥後総務省参与 ＦＩＳＩＭについては、やはりなかなか推計上の課題はいろいろ難し

いというふうに受けとめられたということですか。 

○鈴木内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課長 いや、いただいた試算と

しては、これは考え方として、ある意味一つの予測のやり方として、こういう考え方があ

るのかなということで、これはこれでよろしいのではないかなと思った次第です。 

○肥後総務省参与 ありがとうございます。 

○宮川部会長 それでは、今の内閣府からの御説明について、御意見、御質問、委員の皆

様からありましたらお願いいたします。 

○関根委員 私も感謝の言葉を一言だけここで言わせていただきたく思います。本当に、

実務のお忙しい中を、お約束いただいたように一連のデータを公表していただきまして、

心より感謝申し上げます。一ユーザーとして、早速活用させていただいておりますので、

そういう意味では、やっていただいたことは非常に大きなことだったと思っております。

重ねてここで感謝の言葉を言いたいということです。どうもありがとうございました。 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 ほかに何か御意見、御質問はありますか。 

 よろしいでしょうか。昨年秋以来だと思うのですが、内閣府の方でいろいろと御努力を
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いただきまして、どうもありがとうございます。 

 それでは、今の御説明につきましては、現時点では特に御指摘はないと考えております

ので、内閣府の御説明を適当というふうに整理したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。 

 次は、ＳＵＴタスクフォース会合における審議状況についてです。 

 それでは中村座長より御説明をお願いいたします。 

○中村部会長代理 ３月22日に行われました、第13回ＳＵＴタスクフォース会合の審議状

況を報告します。資料５を適宜御覧ください。 

 第13回会合では３つの議題がありましたので、順に報告いたします。 

 第１に、基準年ＳＵＴ・産業連関表及び中間年ＳＵＴに係る基本構成の大枠について、

総務省より報告がありました。 

 これは、これまでのタスクフォース等においても御議論をいただいていた基本構成の大

枠について、案を取りまとめたものであります。 

 内容としては、「１．はじめに、２．推計方法の方針、３．部門の考え方、４．統計調査

等との関係、５．まとめ」という構成になっています。 

 この中で、「２．推計方法の方針、３．部門の考え方、４．統計調査等との関係」につき

ましては、前回までの御報告内容を集約し、文章として整理したものですので、説明は割

愛させていただき、「１．はじめに」と「５．まとめ」を中心に概要を説明いたします。 

 まず「１．はじめに」では、これまでの経緯やＳＵＴ体系への移行の意義などについて

整理しております。ＳＵＴ体系への移行の意義として、産業別の付加価値等を直接推計、

実測データを重視する産業連関表の推計、生産活動の的確な実態把握のための統計分類・

基礎統計の整備という３点が掲げてあります。 

 具体的には、１点目、産業別の付加価値等を直接推計については、ＧＤＰを推計する際、

従来ですと特に生産側ＧＤＰの推計においては、産業ごとの付加価値などを求める際に、

産業連関表を一旦使用表に変換して推計を行っているところですが、ＳＵＴ体系への移行

後は、経済センサスなどの基礎統計から直接ＳＵＴが作られることとなり、直接生産側Ｇ

ＤＰを求めることができるということです。 

 次に２点目に、実測データを重視する産業連関表の推計についてですが、これは産業連

関表のような生産物に関する費用構成よりも、ある産業の費用構成といった方が、実際に

調査などで把握しやすい情報ですので、使用表の方がより実測に即した表と言えます。Ｓ

ＵＴ移行後は、より実測データを重視する産業連関表の推計ができるものと考えられます。 

 次に３点目の、生産活動の的確な実態把握のための統計分類・基礎統計の整備について

ですが、経済センサスなどの基礎統計の拡充や生産物分類の策定など、推計に当たっての

環境整備も並行して進められておりまして、これらの環境が整うことにより、推計の精度

向上が期待できるということです。 

 また、基本的な考え方として、基準年ＳＵＴから中間年ＳＵＴを延長推計する際に、推

計概念や分類などの整合性を確保し、可能な限りＳＮＡの国際基準に準拠する形で基準年
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ＳＵＴを作成することが望ましいとしています。 

 次に11ページ以降を御覧ください。 

 「５．まとめ」では、今後の主な検討課題とスケジュールを整理しております。これま

でに議論してきた供給表と使用表の推計に係る課題について記載してあります。 

 また、今後のスケジュールでは、2020年表推計においては、2015年表推計と同程度の作

業期間を想定しているものの、供給表や使用表の推計ステップを追加するなど、2015年表

推計作業から作業を変更することとなり、タイトな日程感となるため、円滑な作業のため

にスケジュールの検討を行う必要がある旨記載されています。 

 ここに掲げられているような検討事項を踏まえて、スケジュールを表にしたものが、次

の13ページです。 

 こちらは、2020年表が公表される2024年度までのスケジュールが記載してあります。な

お、下線があるところは、現行業務と比べて新たに追加される業務です。 

 まず2019年度ですが、投入調査について、調査事項や選定方法などについての方針を決

定する必要があり、また関係府省の役割分担も従来よりも早い段階での決定を検討してい

ます。そして2020年度は、翌年度の投入調査を実施するために、主な部門の概念などを決

定しなければならず、その作業を行います。 

 また、2021年度には経済センサスの実施も予定されており、例年ですと経済センサス実

施年の翌年から翌々年に結果が公表されます。今回、新しく供給表・使用表の推計プロセ

スが加わりますが、特に供給表推計に当たっては、副業分割をどのようにするかという課

題があり、できるだけ早い段階での経済センサスのデータを見て作業を進め、適切な供給

表を推計したいというところがあります。可能な範囲で調査実施部局と調整を行い、副業

分割の鍵となってくる大企業分のデータの部分だけでも、早い段階で入手して分析を進め

ていきたいと考えており、2022年度の「供給表等暫定推計」と記載してあります。 

 そして2023年度以降に、供給表・使用表の作成、計数調整作業を踏まえ、2024年度に2020

年表の公表ということになります。 

 以上が基本構成の大枠案の概要です。 

 審議におきましては、経済センサスの実施から基準年ＳＵＴの推計・公表までのスケジ

ュールがタイトであり、投入調査の構成や計数調整の方針はある程度事前に固めるなど、

準備作業が重要である。基準年ＳＵＴとシームレスな形で中間年ＳＵＴがどのようなタイ

ミングで改善されていくのか。中間年ＳＵＴにおいては、実質でのバランスも課題になっ

てくるのではないか、などの意見がありましたが、今後の検討課題と整理させていただき、

基本構成の大枠案そのものにつきましては、タスクフォースとして了解することと整理し

ました。 

 今後、統計委員会へ大枠の案を御報告し、その後、産業連関表作成府省庁において、基

本構成の大枠を決定することとなります。 

 第２に、建設・不動産、医療・介護、教育分野等の５分野に係る統計整備に係る検討状

況です。今回は文部科学省から報告がありました。15ページ以降を御覧ください。 

 文部科学省が前回の平成28年度に引き続きまして、平成29年度についても検証したとこ
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ろによると、公立学校における費用の内訳項目について、一定の精度を確保した推計が可

能との結論が得られました。推計への利用に向けた検証について幾つか指摘がありました

が、方向性としては了解することとし、更に検討を進めるよう、文部科学省に要請いたし

ました。 

 第３はサービス分野の生産物分類（2019年設定）（案）につきまして、総務省より報告が

ありました。33ページを御覧ください。 

 これまでの生産物分類策定研究会での検討を経て取りまとめられたサービス分野の生産

物分類（案）について説明がありました。時間の関係から詳細は割愛いたしますが、今回

初めて、サービス分野の生産物分類を策定するものであり、主に生産物の用途または質の

違いに着目して分類したものです。 

 本分類は、直ちに統計法に基づく統計基準とはせずに、当面は各府省庁の了解の下、総

務省政策統括官（統計基準担当）の決定とし、主としてＳＵＴを含む国民経済計算、産業

連関表、及びこれらの作成に使用する各種統計調査などにおいて段階的に適用することを

予定しております。こちらについても特段の異論はありませんでした。 

 報告は以上です。 

○宮川部会長 中村座長、どうもありがとうございました。 

 それでは、御意見、御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。既にここで何人かの委員の皆様からは、ＳＵＴタスクフォースで

いろいろと御意見をいただきまして、それをまとめた状況でこの大枠を決めていただいた

ということになります。 

 ＳＵＴタスクフォースのこれまでの検討状況そのものに関しては、現時点では特に疑問

点などは残されていない。したがって、特段の宿題はないというふうに整理したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮川部会長 どうもありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、その他の議題です。１月の国民経済計算体系的整備部会でタスクフォースの運営

方針が変更されたことを踏まえ、作業が進められておりましたが、議事録の公表準備が整

ったということですので、事務局から御報告をいただきます。 

○吉野総務省統計委員会担当室政策企画調査官 それでは、お手元の参考２を御覧くださ

い。 

 前回１月の本部会において、それまでの運用を見直し、ＱＥタスクフォース及び改組後

のＳＵＴタスクフォースの議事録を公表することとなりました。 

 その際、宮川部会長より、基本計画におけるＳＵＴ関連部分の策定に至るＳＵＴタスク

フォースにおける検討経緯が分かる資料を準備するよう、事務局に対して御指示がありま

した。それを受けて準備した資料が、お手元の参考２となります。 

 ごく簡単に資料の構成を御説明いたします。冒頭に、ＳＵＴタスクフォースに関する当

初の設置目的を紹介しております。その後、検討の流れを時系列に沿って簡潔に整理して

おります。議事などの詳細に関しましては、少し飛んでいただきまして９ページを御覧く
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ださい。最後のページとなりますが、別紙として取りまとめております。 

 ２ページに戻っていただきまして、最終成果物として、基本計画の中から主なＳＵＴ関

連部分を抜粋する形で取りまとめております。基本計画では、ＳＵＴ関連部分が複数箇所

にわたって記述されておりますが、こちらでは一覧できる形で整理しています。 

 こちらの資料を、統計委員会のホームページに掲載する予定としております。なお、委

員の皆様には、席上配布資料２といたしまして、ホームページの掲載イメージを配布して

おります。こちらのような形で公表することを想定しております。 

 私からの報告は以上となります。 

○宮川部会長 どうもありがとうございました。 

 タスクフォース構成員の皆様におかれましては、議事録の御確認に御協力をいただきま

して大変ありがとうございました。 

 何か御質問等ありますでしょうか。 

 それでは、事務局は、関連資料を速やかに公表するよう、作業を進めてください。よろ

しくお願いいたします。 

○吉野総務省統計委員会担当室政策企画調査官 承知いたしました。 

○宮川部会長 本日予定しておりました審議は以上です。 

 それでは、次回部会の開催日程について、事務局から御連絡をお願いいたします。 

○櫻川総務省統計委員会担当室室長 次回の部会につきましては、日程、場所等、詳細が

決まりましたら、改めて御連絡いたします。 

○宮川部会長 以上をもちまして、本日の部会は終了といたします。長時間ありがとうご

ざいました。 


